
広広報報ななんんここくく１１月月号号20

ア
ー
ト
ス
ペ
イ
ス

「
さ
わ
と
」
展
示
会

１
月
〜
４
月
ま
で
開
催
予
定
の

展
示
会
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

皆
さ
ん
、
お
い
で
く
だ
さ
い
。

★
八
龍
窯
作
陶
展

１
月
11
日
(土)
〜
１
月
31
日
(金)

オ
ブ
ジ
ェ
・
花
器
な
ど
の
展
示

★
「
さ
わ
と
」
３
周
年
記
念
展

２
月
９
日
(日)
〜
３
月
２
日
(日)

絵
画
な
ど
の
展
示

★
作
陶
展
ー
壺
と
魚
と
小
仏
ー

３
月
９
日
(日)
〜
３
月
30
日
(日)

★
絵
画
と
紙
粘
土
の
創
作
人
形
展

４
月
６
日
(日)
〜
４
月
27
日
(日)

■
開
館
時
間

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

＊
最
終
日
は
午
後
４
時
ま
で

■
備
考

木
曜
日
休
館
・
入
場
無
料

※
お
問
い
合
わ
せ
は

ア
ー
ト
ス
ペ
イ
ス
「
さ
わ
と
」

（
南
国
市
八
京
９
７
７

�
８
６
２
・
１
２
５
０
）ま
で

第
29
回
南
国
市
文
化
祭

■
開
催
期
間

２
月
16
日
(日)
〜
２
月
22
日
(土)

■
と
こ
ろ
／
市
民
体
育
館

■
内
容
／
下
表
の
と
お
り

■
主
催

南
国
市
文
化
推
進
協
議
会

■
協
賛
／
南
国
市
・
南
国
市
教
育

委
員
会

※
お
問
い
合
わ
せ
は

生
涯
学
習
課

（
�
８
８
０
・
６
５
６
９
）ま
で

平
成
15
年
度

優
良
運
転
者
の
表
彰

南
国
署
管
内
に
居
住
し
、
自
動

車
の
運
転
経
歴
が
次
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
方
を
表
彰
し
ま
す
。

【
支
部
表
彰
】

７
年
以
上
無
事
故
無
違
反

【
県
表
彰
】

支
部
表
彰
を
受
け
、
10
年
以
上

無
事
故
無
違
反

【
交
通
栄
誉
賞
（
緑
十
字
銅
賞
）】

県
連
各
表
彰
を
受
け
、
10
年
以

上
無
事
故
無
違
反

【
管
区
表
彰
】

全
日
本
緑
十
字
銅
賞
を
受
け
、

20
年
以
上
無
事
故
無
違
反
で
過

去
10
年
無
犯
罪

■
申
込
方
法
／
交
通
安
全
協
会
南

国
支
部
に
備
え
付
け
の
申
請
用

紙
に
記
入
し
、
調
査
費
を
添
え

て
、
２
月
末
日
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

＊
表
彰
対
象
外
の
場
合
で
も
調

査
費
は
返
却
で
き
ま
せ
ん
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

交
通
安
全
協
会
南
国
支
部

（
�
８
６
３
・
２
２
２
１
）ま
で

おお知知ららせせ

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
の
検
診
、
と
て
も
助
か
り
ま
す
。
や
は
り
早
期
発
見
・
早
期
治
療
が
一
番
で
す
も
の
ネ
！

市市
民民
かか
らら
のの
おお
便便
りり

国民年金保険料の納付期限は、翌月
の末日です。忘れず納めましょう。

　今年成人式を迎えられた皆さん、おめでとう
ございます。日本に住んでいる20歳以上60歳未
満のすべての方は、必ずなんらかの公的年金に
加入することになっています。20歳になると、
すでに就職して厚生年金保険や共済組合に加入
している方を除き、国民年金に加入することに
なります。南国社会保険事務所から年金手帳が
送付され、国民年金保険料を納めていくことに
なります。
 国民年金は皆さんの将来だけでなく、現在も
サポートします。保険料の納め忘れがあると、
老後に受ける老齢基礎年金のほか、万一のとき
に支給される障害基礎年金が受けられないこと
にもなります。
 国民年金は「世代と世代が支え合う」制度で
す。皆さんが納めた保険料は、自分の年金のた

※お問い合わせは
　市民課年金係（�８８０－６５５５）
　南国社会保険事務所（�８６４－１１１１）

めだけでなく、年金を受けている方に支払われ
る年金の財源にもなります。20歳を迎え社会的
に一人前の存在として認められるという意識を
もって、必ず保険料を納めるようにしましょう。
 なお、経済的な理由で、どうしても保険料を
納めることが困難な方は、前年の所得が基準額
以下であれば保険料の支払いが免除される「申
請免除制度」があります。
　また、学生で収入がない方は保険料の支払い
が猶予される「学生納付特例制度」があります。
これらの期間は、将来老齢基礎年金を受けるた
めに必要な資格の期間に含まれますので、忘れ
ずきちんと手続きをするようにしましょう。
　申請先はいずれも市役所市民課年金係です。



所
得
税
・
市
県
民
税
等
の

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
ら
れ
た
65
歳
以
上
の
方
で
、
要

介
護
度
１
〜
５
の
方
は
、
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
税
の
障
害
者
控
除
の
対
象
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
所
得
税
の
場
合
】

保
健
課
が
発
行
す
る
認
定
書
が

必
要
で
す
。

【
市
民
税
の
場
合
】

申
告
の
際
、
税
務
課
に
介
護
保

険
被
保
険
者
証
を
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

保
健
課
高
齢
者
介
護
保
険
係

（
�
８
８
０
・
６
５
５
６
）

税
務
課
市
民
税
係

（
�
８
８
０
・
６
５
５
４
）ま
で

就
学
援
助
制
度

就
学
援
助
制
度
は
、
経
済
的
な

理
由
に
よ
り
就
学
が
困
難
な
児

童
・
生
徒
に
対
し
て
、
学
用
品
費

や
給
食
費
な
ど
の
援
助
を
行
い
、

義
務
教
育
の
円
滑
な
実
施
を
図
る

た
め
の
も
の
で
す
。

■
援
助
対
象

▼
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

（
修
学
旅
行
費
・
医
療
費
の
み
）

▼
市
民
税
非
課
税
減
免
の
扱
い

を
受
け
た
方

▼
母
子
家
庭
な
ど
に
支
給
さ
れ

る
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て

い
る
方

▼
収
入
が
不
安
定
で
生
活
状
態

が
悪
い
と
認
め
ら
れ
る
方

■
援
助
内
容

学
用
品
費
・
給
食
費
・
修
学
旅

行
費
・
新
入
学
児
童
生
徒
学
用

品
費
・
医
療
費
な
ど

■
備
考
／
援
助
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
通
学
し
て
い
る
学
校
に
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。
審
査
の
う

え
、
援
助
を
受
け
ら
れ
る
か
ど

う
か
の
ご
連
絡
を
し
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

各
学
校
ま
た
は
学
校
教
育
課

（
�
８
８
０
・
６
５
６
８
）ま
で

学
校
給
食
物
資

納
入
業
者
の
登
録

平
成
15
年
度
南
国
市
学
校
給
食

物
資
納
入
業
者
の
登
録
を
受
け
付

け
ま
す
。

■
受
付
締
切
／
２
月
28
日
(金)

■
必
要
書
類
／
市
学
校
給
食
会

（
教
育
委
員
会
内
）に
あ
り
ま
す
。

※
提
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ
は

市
学
校
給
食
会

（
�
８
８
０
・
６
５
６
８
）ま
で

ト
ラ
ブ
ル
急
増
!!

「
点
検
を
口
実
に

販
売
勧
誘
す
る
商
法
」

「
点
検
」
を
口
実
に
消
費
者
宅

を
訪
問
し
、「
も
う
修
理
は
で
き

な
い
。
早
く
手
を
打
た
な
い
と
こ

の
ま
ま
で
は
危
な
い
」
な
ど
と
事

実
と
は
異
な
る
こ

と
を
言
い
立
て
て
、

新
た
に
商
品
な
ど

を
販
売
す
る
商
法

が
増
え
て
い
ま
す
。

ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
な
い

よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

■
点
検
後
販
売
勧
誘
が
多
い
商
品

ふ
と
ん
類
・
床
下
換
気
扇
・
浄

水
器
・
消
火
器
・
白
ア
リ
駆
　

除
・
屋
根
工
事
な
ど

※
お
問
い
合
わ
せ
は

県
文
化
環
境
部
生
活
・
社
会
づ
く

り
課
県
民
生
活
班

（
�
８
２
３
・
９
６
５
３
）ま
で

納
税
は
便
利
な

口
座
振
替
で
！

忙
し
く
て
納

期
内
に
納
め
に

行
け
な
か
っ
た

こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？
　

自
動
車
税
と
個
人
事
業
税
は
、

ガ
ス
代
や
電
気
代
と
同
じ
よ
う
に

口
座
振
替
に
よ
る
納
税
が
で
き
ま

す
。手

続
き
は
、
ほ
と
ん
ど
の
銀

行
・
信
用
金
庫
・
農
協
の
窓
口
に

備
え
付
け
の
申
込
用
紙
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

県
税
の
こ
と
で
ご
不
明
な
点
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
電
話

し
て
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

南
国
県
税
事
務
所

（
�
８
６
３
・
２
４
７
７
）ま
で

広広報報ななんんここくく１１月月号号 21

　　 １月の納税は
 

  口座振替をご利用の方は、引き落と
  し不能にならないよう納期限前に口
  座の残金をお確かめください。

■とき／１月20日(月)

　　　    10：00～15：00
■ところ／社会福祉センター

■とき／毎月第１・第３土曜日
　　　    10：00～12：00
■ところ／社会福祉センター
※あらかじめ電話で、社会福祉協
　議会（�８６３ー４４４４）に
　予約してください。

人身事故件数 死者 負傷者
   14年11月
14年1～11月

37件 １人 40人
358件 ３人 427人

　　《火災》
発生件数　 ２件
建物　　　   ２件
山林　　　   ０件
その他　  　 ０件
被害額       １万円

《救急》
出動回数　 177回
急病　　　  100回
交通事故　    23回
一般事故　　24回
その他　　　30回

■とき／１月８日(水)・２月４日(火) 
　　　　９：00～９：30
■ところ／市役所北側駐車場
※お問い合わせは
　　 生活環境課環境公害係
 　　 （�８８０ー６５５７）まで

犬・猫の引き取り

市 県 民 税（４期分）
国　保　税（６期分）

人権・行政相談

無料法律相談

（1111月分）月分）

広場は高台にあり、眺めは最高！いろん
な遊具が集まった子どもに人気の公園。


